
別記様式第1号（第６条関係） 2023年10⽉改定

認定特定創業⽀援等事業により⽀援を受けたことの証明に関する申請書 
（経済産業省関係産業競争⼒強化法施⾏規則（平成２６年経済産業省令第１号）第７条第１項の規定による証明に関する申請書） 

年 ⽉ ⽇ 
横浜市⻑ あて ＜申請者＞ 

住  所

⽒  名

連絡先

産業競争⼒強化法第128条第２項に規定する認定創業⽀援等事業計画に記載された同法第２条第31項に規定
する特定創業⽀援等事業による⽀援を受けたことの証明を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

１．⽀援を受けた認定特定創業⽀援等事業の内容、期間 

２．設⽴しようとする会社の商号（屋号）及び本店所在地 

・商号（屋号） :

・本店所在地 :

３．設⽴しようとする会社の資本額 万円（会社の場合） 

４．新たに開始しようとする事業の業種、内容 

５．設⽴しようとする法⼈（事業）の設⽴予定年⽉⽇    ※創業済の場合、創業⽇ 年 ⽉ ⽇ 

６．証明書の申請理由、使⽤⽤途 

□ 登録免許税減免

□ 商店街空き店舗補助⾦

□ 中小企業融資制度

□ ⼩規模事業者持続化補助⾦

□ 新規開業資⾦、新創業融資制度

□ 事業承継補助⾦

□ その他 （ ） 

＊２〜５は、認定特定創業⽀援等事業を受けて設⽴しようとする会社、新たに開始しようとする事業の予定について 
記載してください。（既に事業を開始している場合は、その内容について記載してください。） 

＊認定特定創業⽀援等事業により⽀援を受けたことの証明書＊ 
申請者が上記の認定特定創業⽀援等事業による⽀援を受けたことを証明する。 

証明書番号   横浜市経新  第　　　号　  　 年 ⽉ ⽇ 

証明書の有効期限 年 ⽉ ⽇ までとする。 

横浜市⻑　山中　竹春       印 
（注）会社の設⽴登記に係る登録免許税の軽減措置の適⽤を受けるためには、会社法上の発起⼈かつ会社の代表者となり会社を設⽴しようとする個⼈が証明を受ける必要があります。 




